
特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 
短 時 間 正 職 員  賃 金 規 程 

 
 
第１章  総    則 

 
 
（目   的） 

  第１条 この規程は、特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ（以

下「法人」という）就業規則第４５条に基づき、短時間正職員の賃金に関する事

項を定める。 
 
（賃金の決定原則） 
第２条 法人は、次の原則によって賃金を定める。 

（１）賃金は、法人の支払能力と社会経済状況を勘案して決定する。 
（２）賃金は、労働の質と量により、職員本人の経験、能力および勤務に応じ

て配分する。 
（３）賃金は、労働の対価として支払い、ノーワーク・ノーペイの原則とする。 

但し、特に定めた場合はこの限りでない。 
 
（適用範囲） 
第３条 この規程は、就業規則第４条に定める短時間正職員に適用する。 

 
（賃金の構成） 
第４条 賃金の構成は、次のとおりとする。 

 
基 本 給 

時 間 外 手 当 

法 定 休 日 手 当 

深 夜 手 当 

通 勤 手 当 

 
 
（賃金の計算期間および支払日） 

  第５条 賃金は当月１日より当月末日までの分を翌月１５日に支払う。但し、賃金支払

日が休日にあたる場合は前日に支払う。 
 
（非常時払い） 
第６条 次の各号のいずれかに該当する場合は前条の規定にかかわらず、本人の請求が

あった場合においては、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支

払う。 
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     （１）出産、疾病および災害による非常の場合の費用にあてる場合 
     （２）その他やむを得ない事情があると法人が認めた場合 
 
（賃金の支払形態） 
 第７条 賃金は月給とする。 
 
（欠勤等の扱い） 

第８条  遅刻、早退および私用外出の時間については、１時間あたりの賃金額に遅刻、

早退および私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。なお、１

時間あたりの賃金額は次の計算式で計算する。 
            

    基本給    
                当月の所定労働時間 
 

  ２  欠勤および休職等の扱いについては、欠勤日数分を減額する。なお、１日あ

たりの賃金額は次の計算式で計算する。 
 

    基本給    
                当月の所定労働日数   
 

３  通勤手当は、定期代と出勤日数に１日当たりの交通費を乗じて計算した金額

を比べて、どちらか安いほうを支給する。 
 
（中途入退社の計算） 

第９条  賃金締切期間中の中途において入社または退社した者の当該締切期間の賃金

は、第８条第２項の計算方法に準じて支払う。なお、１日あたりの賃金額は次

の計算式で計算する。  
 

    基本給    
                当月の所定労働日数  
 
（賃金の支払および控除） 
第 10 条  賃金は、通貨で直接本人にその全額を支払う。 

     ２  契約職員の同意を得た場合には、本人の指定する金融機関に振り込むものと

する。但し、支払明細書は直接本人に交付する。 
    ３  次に掲げるものは、支払のときに控除する。 
     （１）所得税・雇用保険料被保険者負担分 
     （２）職員の過半数を代表する者との書面による協定により賃金から控除する

こととしたもの 
 
（休暇等の賃金） 

第 11 条 「年次有給休暇」及び「特別休暇」については、通常の賃金を支払う。 
２  次の各号のいずれかに該当する場合は、賃金を支給しない。 

（１）法人の指示に基づかない就業 
（２）産前産後休業の期間 
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（３）母性健康管理のための休暇の期間 
（４）生理休暇の期間 
（５）育児の時間 
（６）育児休業の期間及び短時間勤務制度による不就労の時間 
（７）介護休業の期間及び短時間勤務制度による不就労の時間 
（８）看護休暇の期間 
（９）介護休暇の期間 
（10）公民権行使の時間 
（11）休職の期間 
（12）出勤停止の期間 
（13）就業拒否の期間 

 
第２章  賃   金 

 
（基本給） 
第 12 条  基本給は、本人の年齢・技能・経験・学歴などを考慮して、総合的に決定する。 

 
（時間外手当） 
第 13 条 時間外手当は、就業規則に定める勤務時間を超え、早出・残業した場合に支給

する。 
 
（法定休日手当） 
第 14 条 法定休日手当は、法定休日に勤務した場合に支給する。但し、振替休日の取扱

いを受ける場合は除くものとする。 
 
（深夜手当） 
第 15 条 深夜手当は、午後１０時より午前５時までの間に勤務した場合に支給する。 
 

（通 勤 手 当） 
   第 16 条 通勤手当は、居住場所より通勤のために公共交通機関を利用する者に、原則と

して通勤定期を基準として非課税対象限度額以内を支給する。 
       ２ パートタイマーの通勤手当は、原則として出勤日数に実費を乗じた額を支給す

る。但し、通勤定期代と比較して通勤定期代のほうが低い場合は、通勤定期代を

支給する。 
 
（計算方法） 
 第 17 条 基準外賃金の計算は、次の計算による。 
 

（１）時間外手当①・・・１日の労働時間が８時間以内又は 1 週の労働時間が

４０時間以内の場合 
              基本給       
           当月の所定労働時間   ×1×時間外勤務時間数 
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（２）時間外手当①・・・１日の労働時間が８時間以内又は 1 週の労働時間が

４０時間以内の場合 
              基本給       
           当月の所定労働時間   ×1.25×時間外勤務時間数 
 

（３）法定休日手当・・・週１日の休日も取ることが出来なかった場合 
             

              基本給     
           当月の所定労働時間  ×1.35×法定休日勤務時間数 
 

（４）深夜手当 
              基本給     
           当月の所定労働時間  ×0.25×深夜勤務時間数 
 
（昇給の時期） 
第 16 条   昇・降給等は、前年度の勤務成績を基に、法人の財政状況・経営方針等と照

らし合わせて法人が決定し、原則として毎年４月に行う。 
２  本条の規定にかかわらず法人の財政状況が著しく悪化した場合には、賃金の

降給を行うことがある。 
 
（賞与） 
 第 17 条 賞与は支給しない。 
 
（退職金） 
 第 18 条 退職金は支給しない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附     則 
 

（１）この規則は平成２７年１月１日より施行する。 
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